
岐阜県独自の森林吸収クレジット制度「（仮称）Ｇ－クレジット」について

Ｊ－クレジット制度（国（経産・環境・農水省）が運営）
省エネ・再エネ設備の導入や森林管理等による温室効果ガ

スの排出削減・ 吸収量をクレジットとして認証する制度



〇 J－クレジットと（仮称）G－クレジットの対象森林

（参考）近年の岐阜県内の間伐等実施面積

※ 森林経営計画面積はＲ３年度末現在の森林経営計画策定面積であり、過去に策定された森林経営計画は含まない。
※ 国はＪ－クレジット制度の見直しを行い、森林経営計画外の一部（植栽放棄地の再造林）と森林経営計画内の法令等で

保護・保全された天然林を対象に追加し、令和4年8月10日に施行。

（仮称）Ｇ－クレジット制度で対象とする森林の考え方

※ その他事業とは県環境税や国譲与税による間伐事業や県単の自伐林家型地域森林整備事業等によるもの
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